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大分市自治基本条例検討委員会 第５回執行機関・議会部会 議事録 
 

 

 

◆ 日 時  平成２２年２月２５日（木） １３：３０～１５：００ 

 

◆ 場 所  大分市役所本庁舎 議会棟３階 第５委員会室 

 

◆ 出席者   

 

【委 員】 

宇野 稔、髙瀬 圭子、竹内 小代美、古岡 孝信、永松弘基、安部剛祐 の各委員

（計６名） 

 

【事務局】 

企画課長 玉衛 隆見、同主査 甲斐 章弘、同主査 永野 謙吾、 

同主査 足立 和之、同主任 阿部 美剛（計５名） 

 

【プロジェクトチーム】 

議会事務局議事課政策調整室次長 藤野 宏輔、総務部人事課主任 伊地知 央 

（計２名） 

 

【オブザーバー】 

総務課法制室室長 伊藤 英樹、同主任 島谷 幸恵（計２名） 

  

  【傍聴者】 

   無 

 

◆ 次 第 

１．開会 

２．議事 

（１）執行機関・議会関連について（第 10 回全体会議を踏まえた検討） 

（２）その他（次回開催日程等） 

 

＜第５回執行機関・議会部会＞ 

事務局 

 

 

 

 

 

 

ただいまより、大分市自治基本条例検討委員会第５回執行機関・議会部会

を開催いたしたいと思います。 

では開会に先立ちまして事務局から先日行われました第１０回全体会議の

意見内容をまとめとしてご報告をさせていただきます。 

お手許にお配りしております（報告１）の右端に全体会議での意見の要旨

を記載しております。表の中で青字で表示しておりますのは、市長が述べた

意見の部分でございます。なお、表では空欄になっている部会もございます
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が、複数の部会にまたがる意見もありますことから、より関連性が深いと思

われる部会の欄にまとめさせていただいたものでございます。その旨をご理

解いただきたいと思います。 

また、前回の部会終了時に大分県の議会基本条例を用意するようにとのご

指示をいただきましたので、参考として配布させていただきました。 

それでは（報告１）の資料を読み上げて説明させていただきます。 

まず右上の理念部会に関する意見ですけれども、「社会を作るルールや社会

を作る道徳、また、一人ひとりの喜びとなることが『前文』や『理念』の中

に謳いこまれることで、大分市の条例が他都市のものと違うものになるので

はないか。」、また「『前文』が市民から見て、『今から新しいことがはじまる』

『新しい時代が来るのだ』『それは皆で一緒になって進めていく』という事が

分かる内容が良いのではないか。」、「『前文』は歴史等のことよりも、人材育

成と市民意見を大切にするということだと思うが、ただ、言いっぱなしでは

なく言う以上はきちんと責任を持って、一緒にしていくという内容がほし

い。」、「丁寧体よりも常体のほうが説得力があるのではないか。」、「文章が少

し長い。」、「どうやって将来の市民を育てるかということを、小学校高学年か

ら中学生にしっかり教えて、わきまえてもらうことが大事であり、本当の市

民としては、この条例をよく読んでもらいたいということを訴えかける内容

にしたい。」、「今回の議論を踏まえて、部会で検討を行う。」。 

次に定義の部分でございますが、「『協働』というのは、『日本一きれいなま

ちづくり』に代表されるように、行政だけでできるものでもなく、また、行

政が市民に責務を負わせるものでもない。」、「市民と行政が共に汗を流しなが

ら、誇りあるまちをつくっていくという想いを共有することが『協働』であ

ると位置づけている。また、そういう想いは、市民の間にも定着していると

理解している。」、「『協働』という言葉は、３０年以上前から『コプロダクシ

ョン』の訳として存在し、都市のサービスの中でどういうサービスを構築す

るかを考えるための概念として作られた言葉であるということを考えると自

治基本条例には必要な言葉であるのではないか。」、「まずは実行することが必

要であり、その成果が挙がれば名前がついてくるのではないか。」、「共通の理

解が大体得られているという理解で、今後、定義を明確にしていく。」。 

次に中ほどの執行機関・議会部会の部分でございますが「議会として、『議

会基本条例』と『自治基本条例』の関係について協議をする。」ということで

話をいただいております。 

続きまして市民参加・まちづくり部会でございますが、「理念部会の協働の

定義と同じ。」であります。 

また、市長の意見ですが、「これからは、権限なり財源なりを地域に下ろし

ていくという発想があっても良いのではないかという想いはある。一方では、

そこに責務も発生してくる。これが一つの『都市内分権』であると考える。」

ということで、「市長の話を踏まえて更に煮詰めていく。」となりました。 

その他確認事項といたしまして、「今後の一応の制定スケジュールとして、

２２年度内に制定をめざすことを確認した。」、「今後の条文化をスムーズに行

うため、今後の会議に法制室の参加をお願いする。」、「一般市民をより巻き込

むために、市民向け会報を作成する方向で検討を行う。」という内容になって
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おります。 

それでは、部会長さん、進行をお願いします。 

 

はい。皆さん、改めましてこんにちは。 

今日は全体会議を踏まえての部会でございます。第５回ということになり

ます。司会者の想いとしまして、今日の部会では長い間懸案事項になってお

りまして、この部会でまだ一度も議論がされていない、しかし全体会議では

意見が出た内容でございます「議会基本条例と自治基本条例の関係」をいか

に捉えるかというところの議論を、一回この部会でしっかりやっておかなけ

ればいけないのではないかということが、司会者として今日最大の目的でご

ざいます。 

それから、その議論を踏まえて、次にどういうステップを踏んでいったら

良いのか、という今後の段取りも整えさせていただけたらと思っている次第

でございます。 

そこで、今私が冒頭で申し上げました議論を行う前に、委員の皆さん方が

全体会議にご出席なさいまして、そこでいろんな部会からご意見が出まして、

いろんなご感想、ご印象を持たれたのではないかと思います。そういったと

ころをまず最初に述べていただきまして、それから段々と、先ほどの問題に

議論を進めていったらいかがかなと思うわけでございます。 

前回の全体会議ではキーワードになるのではないかと思われる「協働」と

いう言葉、更には「都市内分権」という言葉の内容につきまして、かなり議

論が行われたと思います。更に、本部会と直接関連することでございますが、

本部会が検討するテーマになっております「議会基本条例と自治基本条例の

関係」につきまして、自治基本条例は最高法規性があるのではないか、そう

いう位置付けにすべきではないかという議論も出たところでございますけれ

ども、最高法規性というのも一つのキーワードになるかなと思われます。 

更に、子どもの内容について全然出てきていない。市民の中に未成年者、

選挙権のない子どもが入るのではないか。その点について何か触れなくて良

いのかなという事も、改めて問題提起されたところでございます。 

そういうことで、一定程度の話の内容の詰めがなされておる状況でござい

ますけど、今一度白紙の状態で結構でございますので、全体会議のご参加の

印象、ご感想を、委員の皆さんから述べていただくことから出発したいと思

いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。 

委員、最初に口火を切っていただけますか。 

 

僕は前の前文のところで意見を述べさせていただいたのですが、ここに前

文がありますけれども、前文のほかに１、２点加えた方が良いのではないか

なという気がしました。まだ全体がよく見えていないので、はっきりどうこ

うとは言えませんが、部会長が言われたように、協議に入る内容を挙げた点

を協議していったら、良い案が出てくるのではないかと思います。よろしく

お願いします。 

 

自治基本条例ということでこの位置付けは、おそらく大分市におけるとこ



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

ろの最高規範ということで位置付けられると思います。ですから作るについ

てはよっぽど慎重に中身を考えていかないと、特に私が一番懸念するのは、

市民ということの位置付けですね。この辺を慎重に考えていかないと、市民

といえば、基本的には大分市に住民票をおいているのが、まさに大分市民で

しょうし、市にきちんと税金も払っているということだろうと思いますので、

いわゆる選挙権を持っている人が中心になるかと私は思います。ただそれだ

けに拘るということには、若干問題があろうかと思いますけれども、さりと

て、大分市以外から通勤通学をしている、ましてや未成年など何もかも拡大

して市民だということにしてしまうと、この条例の中身も考えていかなけれ

ばならないし、本来的な大分市民ということだけでいくのであれば、そう問

題なく基本条例を作っていけるのだと思います。ただこの基本条例を作る中

において、市民を主体にとか、住民が全て参加してというような言葉だけに

捉われていってしまうと、本来の首長の権限なり、議会の権限なりが失われ

てしまわないように、この辺のところがしっかりと私どもが認識して、自治

基本条例というものを作っていかなければならない。ただ流行と言いますか、

ムードに流されて「あっちこっちの市が作っているから、大分市も。」という

ような流行気分で作るということは、私は非常に危険性があると考えており

ます。 

 

全体会議の話を聞いていて、大まかなところは共通理解みたいなものがで

きているのかなという気はいたしました。ただ細かい詰めというのは、確か

にまだまだこれからという面が非常に多くあるのも事実でありまして、今、

委員が言われたような話ももちろんありますし、あとは今いただいた報告で

も、大体の理念に関わるようなところをまず先行して意思統一を図っていま

すけれども、そこから先は、どうこれを動かしていくかという部分がまだま

だこれからかなという気がありますので、その辺も踏まえて、もう少し長い

目でやらなくちゃいけないのかなと思っているところはあります。 

ただ、私も市民の一員ですので、市民という存在がどこかに行ってしまわ

ないような条例になればいいかなと思っております。最初にこの部会に出た

ときにも、この部会名に「市民」というのは入っていないというのがあって、

実際には、市民も含まれているんですけれども、名前とか形は非常に大事だ

と思います。そこにないと、それだけ見る人はたくさんいますので、そこに

ないと無いように思われてしまうということもありますので、いかに見せて

いくかということですね。そういうことにも気を配っていければ良いかなと

思っております。大雑把な話で申し訳ないんですけれども。 

 

全体を通しまして思っていることは、自治基本条例という割に「自治」と

いう定義もないし、なんだろうなと。市民と協働という言葉ばかりが先行し

ているような気がするので、自治ってなんだろうか。基本的なものなんでし

ょうけれども、そういったものが前回の前文の中にも出てきていないと、私

自身は思っています。そういったところが明確になっていかないと、条例の

性格なり、考えというのが、明確になって来ない気がします。それが無いの

で、下に行けば行くほど話がぼんやりしてくる。「自治ってこういうことなん
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ですよ」とニセコ町の条例なんかにはきちんと謳っています。そういったこ

とがあって、その下に条例が発生してくると、まだまだ市民の皆さん方にも

分かり易くなってくるだろうし、条文そのものも具体化してくるのではない

かと思います。 

 

会議に出させていただいて、やはり時間をかけて、みなさんが誠実に一生

懸命考えておられることで、明らかになってきた事が私としてはかなりある

なあと言わせていただきました。 

その中で、やはり目的は何なのかという共通理解がいるということと、用

語の定義は委員がおっしゃったとおりで、私も知らなかった用語として、地

方分権ではなく地域主権なんだとか、協働というのはパートナーシップとど

う違うのかとか、都市内分権という新しい考えを、どのようにこの中に入れ

るのか入れないのかとか、条例の優先順位ということが、今日話し合う次の

議会と行政と市民の関係についても、まことに深く関わっているのではない

かなとか、それから最後に、子どもに関することをこの中に組み込むのか組

み込まないのかとか。いくつかの問題点が強くなったのかなと思います。 

私は、子育て教育や福祉の中で、今一番子どもがどう育ったら良いかとい

うのが混乱している。その話と自治というのが関連してくる。自治に参加す

る市民が育つということが、国民が育つということが、いろんなものへの解

決に繋がるので、大分市が自治基本条例を建設的に進めていくということは

とても有意義なんだと捉えさせていただきました。以上です。 

 

委員長さん、もう一度よろしいでしょうか。 

この自治基本条例を作るにおいて私が一番危惧するのは、これが何もかも

権利的な条例になってしまうということになると、非常に問題になる。権利

には、当然義務というものも付いてくるわけですから。権利だけを振り回さ

れるような条例であれば、反って大分市の自治を壊すようなことになるわけ

ですから、そういう条例を作るにおいては、当然、権利イコール義務という

ものを、やはり市民の義務というものをきちんと私共の頭の中に置いた形の

中で、この条例作りを進めていく。だから権利が先行するような条例であっ

てはならないと。私はそれだけは強く申し上げたいです。委員の一人として。 

 

はい。ありがとうございました。 

委員の皆様方から、いろいろご意見をいただきました。私は全体会議に参

加させていただきまして、やはり会議を何回も重ねることによって、段々と、

概要的なものが詰められているなと。一気呵成にということでは全くござい

ませんけれど、徐々に条例の中身が、段々とはっきりしてきつつあるという

感じを強く持ちました。 

すなわち、会議を何回も重ねることは、大変な意義があるという印象を持

った次第でございます。いきなり定義が共通理解になるはずもないと思いま

す。各々のイメージが違うわけですから。それは徐々に詰めていけば一つの

まとまりになるのかなと思っております。 

今日は、先ほど申し上げましたような主たる目的が私の掲げているテーマ



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

 

でございまして、そのテーマを議論する上で、これまでの全体会議の議論を

踏まえていただきまして、ご発言をいただければと思っております。情報の

共有化というものが絶対不可欠でございまして、全体会議で情報の共有化が

かなり図られたかなと思います。 

そういう中で、まだまだ不十分な部分があると、先ほどから委員の皆さん

からおっしゃっていただいております自治という概念ですね。これをまず明

確にすべきではないかとかですね。市民の権利だけではなく、義務も同時に

ワンセットにして考えていかなければならないというようなこと。そういう

のは、今後の大きな課題になってくると思います。 

そこで、忙しい皆さんでございますので、なるべく共通の時間が取れる間

に、本来の議論を絶対一回はしておかなければならなかったものを、今日や

っていただけたらと思います。要するに、自治基本条例と、先行しておりま

す議会基本条例の関係でございます。一つの考え方として、前回の全体会議

に出ましたのは、私どもが今制定を目指している自治基本条例の方が高位に

位置するということで、同列ではないと。執行機関の基本条例が自治基本条

例であるという認識ではなくて、議会基本条例を包含したところに自治基本

条例が位置するというような認識が、この間示されました。かなり多数意見

かなという感触を持ったところでございますけれども、その辺からいかがで

しょうか。いやそうではないというようなご意見がございましたら、出して

いただければと思います。そこから出発したいと思います。物の考え方とい

うのは、当然そういう考え方も僕はあって良いと思います。地方自治という

のは二元性であると。議会と執行機関であると。じゃあ議会が基本条例を作

ったら、執行機関も基本条例を作る。それは対等ではないかと。なんでそこ

で執行機関の方が上にいくんだというところが、全く出来ないとかですね。

もし自治基本条例というものが、今作っているものが、上位に位置するとす

れば、それはそれなりのちゃんとした理屈がいると。単に、執行機関だけの

基本条例じゃないという定義付けも明確にしておかなければいけないという

ようなご意見も、当然あるかと思います。 

そこのところは、いかがでございましょうか。 

 

これはもう、どちらが上だとか、どちらが下だとかいうことではない、ま

ず目的が違うと思います。自治基本条例の立場で見れば、私たちも一市民な

んですよね、正直なところ。その中で対応していくべきであろうと思うし、

議会基本条例ということから見ると、市民であっても、私たちは、執行部の

遂行していることに対して、市民を代表して監視すべきものはきちんと監視

しながら、間違った方向に行かないようにすべきという役割もあるわけです

から。その辺の目的が違うわけですので、自治基本条例の方が上だとか議会

基本条例が下だとか上だとかいうことには、私はならないと思います。それ

ぞれの独立した形の中で規定がある。私はそう思います。 

 

ありがとうございます。 

ずっとご意見を賜りたいと思います。 
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小さなことですが、さっき「市民の」という言葉が出ました。自治のとこ

ろを「市民」としたらという考えも抱いているものですから。頭の「自治」

を「市民」というふうな形でいけば、まず自治というのは非常に硬い言葉と

いうか、そうすると議会もどこも理解できようかと思います。区別がきちん

とできて、その区別の判断も出来るような気がしないでもないです。思いつ

きで申し上げました。市民という意見が出ましたので。 

 

自治というのは単なる自治なのか。自治体を指している自治なのか。 

 

その定義をきちんとしていないのでその説明ができないんです。 

 

その辺を区別できれば。他に良い言葉があれば。 

 

自治が何を指しているかというのは、まさに今おっしゃるとおりだと思い

ますけれども、そのどこを指しているのかがなんかよく分からないので、ど

うしたものかなと。 

 

どうぞ、ご議論を。今日は徹底的に、そこのところをやっておくと良いと

思います。 

 

自治基本条例がよく分からないことの一つの要因として思うのが、自治基

本条例と言いながら、その中身のかなりの部分が執行機関の話になっている

ような気がします。それが議会基本条例と執行機関基本条例とそれは全く役

割は違うし、地方自治の二元性のシステムに合っていますので、それだった

ら並び立つというのも非常によく分かるんですけれども、自治という言葉で

執行機関のやることと市民のやることが何か一緒になってしまっているの

で、そこはちょっと混乱をするところのような気がします。部会代表者会議

でも、我々が今話をしている基本条例っていうのは、市民にとっても最高規

範としての基本条例だと思っていたけれども、例えば、議会基本条例を独立

させるならば、これは行政基本条例なんだということになるのではないかと

いうご意見も、その通りだと思いました。その場合、市民は一体どこに行っ

てしまうのですかという気持ちに、どうしてもなってしまいます。市民のこ

とは置いておいて、議会と執行機関ということにするならば並び立つでしょ

うが、そうすると市民はどこかにいってしまう。市民ということを表に出す

ならば最高規範性を持つ全てを包含したものでなければおかしいような気が

します。そのあたりがはっきりしないと…。 

 

目的が見えないですよね。 

 

市民から見たときに、議会との関係と行政との関係を見ますと、議会とい

うのは選挙を通じたときにとても深い関わりがありますが、一回選ばれます

と陳情とか請願以外には、あまり話を聞いていただきながらそういうふうに

繋がる以外ないので、そこが生じにくいですよね。 
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ところが、市政の方は、私たちが直接いっぱい関わります。日常生活から

何かを集団でやりたいときに。それで、先生がおっしゃったように、この中

は市政と市民の関係が多くなっていると思うんです。 

そしてやはり、自治基本条例というのは、委員もおっしゃったように、議

員も入っているし、私たちも入っているし、それの全体で自然体というのが

本来の姿なのだけれども、実態が少しずれている。そしたら、行政の自治基

本条例がないだろうかと私がふと考えてしまったのですが、おそらくそれは、

服務規定とかそういうことであるのかなと。やっぱり、市の職員さんは、み

んな意思とか、生きているわけだから、いろんなことが出てきた時に、彼ら

のすばらしい才能とか意思というのは、どのように反映されていくのか。全

部行政の政策という時にするんでしょうから、それは服務規定だけの条例に

あたるものがあるのだろうかという疑問を持ちました。 

 

はい、ありがとうございました。 

私は、さっきの委員さんの発言をお聞きしてから、目からウコロが落ちる

ような気がしたんですけどね。そうだ市民で良いんだ、と。自治というのが、

非常に不明確で、仮称として使ってきた。そこが詰められていないというと

ころで、もう一つ先の話が、執行機関と議会との関係とかいうところが出て

きているので、あくまでもこれは市民の基本条例だとすれば、当然議会も執

行機関も含む上位の存在ということに成り得るという気がします。自治とい

うのが、私は個人的には委員のご発言に賛成です。市民という言葉に変えた

方が分かり易いんじゃないかなと。 

 

それなら、すんなりいく気がしますね。 

 

自治という言葉は、わからない。 

 

あくまでも、主役は市民ということですからね。 

いかがでしょうか。市民というものの基本条例、市民基本条例だという定

義をすれば最高法規性があるということがストレートに出てくるということ

でまとめとしてよろしゅうございますか。全体的なまとめということではな

く今日の議論のまとめとして、大まかな方向としてご同意を得たと。 

はい。まだ全体会議の中でどうなるかというのは、全く考える必要はござ

いませんので、一応部会の議論として、最高法規性は、市民基本条例という

ことで確認するということにさせていただきたいと思います。 

そしたら、先ほどの別件に入りますが、委員さんから、権利条例ではいか

がなものかと。権利と背中合わせの義務もあるんだということを十分意識し

ながらの条例でないといけないのではないかということでした。実は、この

件につきましては、１月の段階で、我々が出席した委員の中でも議論したよ

うな気がしたのですが、如何でしょうか。権利ばかりを主張するのはいけな

いということで、事務局あたりにやかましいことを言って、ああしろ、こう

しろと言う人がいるのではないかという話をしたような気がしますが、どう

でしたでしょうか。我々としては、決して権利ばかりではなくて、義務もし



9 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

っかり認識できるようなものにしなければいけないというような議論をした

記憶がありますけれども。 

 

今まで、どちらかというと、権利というか、主張が通ってきたような気が

します。今考えると、経済的にも市民の意見が吸い上げられてきたし、いろ

いろな形の中で出てきたので、委員の意見は最初から出ていた気がしますが、

あくまでも議会ももちろんそうですが、僕たち一人ひとりも責任を持たなけ

ればならないし、執行部の方も当然責任を持ってやらなければならないこと

だと思います。今からは特にそういう時代に差しかかってきています。子ど

もなどを見ていても、一方的に意見を言うだけで、例えば、授業の中にして

も、話し合いとかいう言葉は非常に良いのですが、話し合いだけが先行して

まとまりがつかないことが多い。市民の中でも、みんなで良い話し合いをし

ながら、結果的に言いっぱなしだとかいうところがある。これからの時代は、

そこに重点を置いて進めていかないと、社会がこれだけ豊かになったし、国

際的な時代に変化していますので、あまりにも主張だけを並べ立てても…と

僕は強く思います。委員と同意見です。 

前文の中にも、この前の時にも言わせてもらいましたが、権利には責任が

あるんだということを強く、前文の中でも訴えるべきだと思います。 

 

今の内容につきまして、委員の皆様方からご発言をいただければと。 

 

今子どもに関する条例を研究していますけれども、子どもの権利というこ

とになると、言葉の持つ意味として、どうしても義務が反対語として付いて

まわります。権利があれば義務がある。子どもに対して義務を課すのかとい

うような話になったときに、条例を作ってがんじがらめになって、寂しい思

いをするのかなということになったら、非常にまずいと思います。権利とか

っていうことよりも、権利と言ったら「認めますよ」と、その代わりに、義

務と言ったら「こうしなさいよ」というように難しくなるので、何かちょっ

と言葉を変えてみるとか。中身については、権利ばかりに偏るのではなくて

市民が市民としてみんなで安全安心に暮らすために大切なこととか、そうい

う言い回しみたいなことでも良いのではなかろうかというふうに思っており

ます。 

 

少し分かり難いことを言うかもしれませんが、責任とか義務というのはあ

る意味ではとても大切なんですが、多くの場合、強制力とか処罰性を、法律

用語としては、責任とかルールというのは持っていると思います。私たちは、

そういう処罰性とか法規で拘束力を持つという形でない責務とか、ルールを

守るとか、そういう言い方をしないで、大分市を作っていく上でそういうこ

とをすることが喜びとなるとか、進んでそういうことをすることを誇りとす

るとかいうような表現にしていただけると、良いなと思います。 

私は、子どもの人格が育つのに、国連でやっている５２の美徳というのを

使って、とても効果があるなと。学校に行けない子どもに「あなたは人のた

めにどういう美徳を使いますか？」という話しをしますと、子どもは、勇気
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とかいろいろおもしろいものを見つけてきます。そして、それをしっかり味

わってもらうと、昨日まで学校に行けなかった子が、単位が足りなくなる次

の日に行けたりするので、子どもは大人以上に脳に溜まっていませんので、

新しいものを受け入れる力があります。そのときに、強制とかではなくて内

面から発露する喜びとして、そういうことをやっていくんだという自覚が生

まれるような条例だと良いなと思います。 

 

はい。ありがとうございます。 

基本的には、責務と義務とを同時に考えていかなければならないというこ

とは、異論がないようでございます。私も異論はございません。 

あとは、表現の仕方が、より工夫していければというご発言をいただいた

ところでございます。 

話は飛んで、支離滅裂な男ですからとんでもないことを言い出すんですけ

ど、この前テレビを見ていましたら、大阪市の生活保護を受けている方が、

市民の１２人に１人という話を聞いて「本当かい」と。１２０人に１人とい

うなら分かるけど、１２人に１人ということですよね。これがどんどん多く

なっていったら、財政破綻は目に見えているんですよね。そこに自治も市民

もへったくれもなくなるのではないかなと。ものすごく恐怖感がありますね。

そこのところは、ある時代までは、言葉が悪いですけれど、行政におんぶに

抱っこということも許された時代もあるかもしれないけど、これからはやっ

ぱり、行政と市民というのは議会、執行機関、市民とみんな対等な関係でお

互いに働きあって、協力しあって、『住みやすいまちづくり』にしていくとい

うことが、基本的なことだと思います。ほとんど異論がないかと思いますの

で、そういうまちづくりをするならば、市民にもそれなりの覚悟、対応をと

っていただくというのは、必要にならざるを得ないという気がします。 

あとは、いかにそれを「こんなことをすると罰せられる」と、委員さんが

おっしゃったようなことではなくて、「市民としてはこんなことをするのは当

然やるべきことだよね」というようなイメージを持っていただけるような、

そういう表現をしていければ、より受け入れてくれ易いのではないかなと思

います。口を開けて待っているような時代は終わったということですよね。 

 

ちなみにですね、先ほど部会長も言われたのですけれど、１２月１６日の

第３回目の本部会におきまして、市民政策提言とかモニター制度についての

お話もいたしました。その中に、審議会の公開率のことなどもあったのです

が、そこでの委員さんのご発言の一つとして、「市民の皆さんが、自治を担う

だけの意識を持っていただくことも必要である。」とか、あるいはまた「行政

にあれこれ言うだけが市民ではなく、自分たちもこうするので、ともに考え

ていかないと自治が成り立たない。」、あるいは「一部の少数者が、自分の利

害だけのために、この条例のシステムを利用することは、あってはならな

い。」、あるいはまた「文章や言葉の表現は、あっという間に全国・世界へ広

がって行く可能性があるので、行政・検討委員や市民にとっても、言葉に責

任を持つ必要がある。」というようなご発言がなされております。念のためご

報告します。 
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はい、ありがとうございます。事務局の方で、詳細な議事録を取っていた

だいておりますので、ご紹介をいただきました。 

さて、その他に、是非今日この段階で話し合っておくべき内容があれば、

ご提案をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

そのことと合っているか、わからないのですが、部会長の生活保護が増え

ているというお話とか、ニートや引きこもりが増えるということは、社会崩

壊につながるし、それこそ自治どころではないと思うんですね。そのときに

やはり、社会全体が、どのような産業・職を用意できるかということと、同

時に社会参加をすることに意欲的になる子どもが育つという面が、とても大

事だと思います。それで、私が触れている方は、先日も発言させていただい

たように、そういう意欲が削がれていると言いますか、自己否定がとても皆

さん強いし、拘りも強いので、そこでエネルギーを使っていて、プラスの方

にエネルギーを使えずにいる方が多いんですね。それはやはり、自尊心とい

うものが、本当の意味で育っていないし、そのことが、犯罪にもつながる。

また、同じ生活保護を受けるにしても、意識が違う。その辺をどこで、市民

基本条例、そう言いたくなったのですけど、そこに何かうまく織り込むのか、

それとも、何か別の政策の中で盛り込んでいただくのかということを、少し

気にしています。 

 

まさに、誇りがあればね、違ってきますよね。 

 

彼らは、１０点満点で言うと、１か２なんですよ。それで、私がよく言う

のですけれど、イチローの逆バージョンと。神経質な方というのは完璧主義

なんですね。で、イチローは、三振してもそれに囚われずに、次にヒットを

打つために自分をどう鍛えるかという方に行くのだけど、多くの人は、三振

したことに拘って、自己否定するんですね。だから、そこが変われば、イチ

ローになれるという風に励ますのですけど、そのときに責務とか処罰では、

ますます自己否定してしまいます。 

 

委員のお話を聞いていると、市民が育つような体制作りが必要でしょうね。

大分市で育った子どもは、良い大人になるよね、というようなね。 

 

権利も義務も超越したような。 

 

それとですね、僕も以前は教育者の端くれだったんですが、社会も家庭も、

体の不自由な方にしても、老人にしても、子どもにしても、我々にしても、

過保護とか甘えとか、その辺の裏返し（として、権利ばかりを主張する風潮）

があるかと。確かに、子どもたちには、やれば自分でできることでも、わが

ままを通してしまう、自分の権利を主張するという面は、多々ありました。

責任とか権利とか言う言葉は、非常に重たい言葉ですが、これは、別に制約

があるものではなくて、やはり、警察権とかになれば、強い制約を伴うと思
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いますが、市民の権利とかは、逆に言えば、オブラートに包んでしまった部

分を若干、その、本当に真面目で弱い立場の人のことも何処かで謳わなけれ

ばならないとは思いますけれど、それと同時に、今言った過保護や甘えとか、

逆に親の押し付けとか、いろんなことが考えられますが、何とか議論を深め

て、将来を担う子ども達を今から作っていかなければならないので、「言葉は

きついかも知れないけど実は優しく見守っている」というような形のものが

あっても良いのかなと。一つの意見として。 

 

子どもが、活き活きと生きるというのは、まず第一に沸き起こってくる素

のエネルギーなんですね。しかし、それはそのままでは、社会適応できませ

ん。その中で、社会適応力を自尊の心を持ちながら身に付けるということで

あって、外からの義務や押し付けで、心から同意することなく押し付けられ

るのでは、反抗が起こったり、非行が起こったり、我慢の緒が切れたりする

ことになると見ています。だから、委員のおっしゃった大切なことを、心か

らそうしたいと思うように育つ。それが、おそらく過保護とか甘やかしの中

では育たないけれども、愛着というのも基本にはある。その辺のバランスを

どう取るかということだと思います。これを自治基本条例の中にどう謳うか

というのは、とても難しいけれども、敢えてチャレンジするのも嬉しいかな

と思います。 

 

これはやはり、何か委員の皆さん方が言わんとしている部分というか、あ

るんじゃないかなと思うんですよね。やはり「人」じゃないんですかね。自

治を支えていくのは人ですからという。そして、人をいかに立派な市民に育

てていくか、育っていただくかということは、抜きにはできないという。全

体会議のときにも、そういう趣旨のご意見があったと思います。このことは、

我々の議論のテーマとしては、義務とか責務とかいう言葉を使うかどうかは

別として、権利とワンセットだということを認識して、条例制定に向けて考

えて行こうということでよろしいですか。 

 

権利ということにも、何か二面性があるような気がするんです。行政から

サービスを受ける権利という意味の権利というときに、何かとても失礼なこ

とが起きるような気がするんですね。自己主張だけすると。でも、私たちが

言っている権利は、自分たちの街を住みやすくする権利という意味で言って

いるので、そういうスタンスから見た責務ということであれば、ちょっとニ

ュアンスが変わるのではないかと。だから、自己主張ばかりして、勝手なこ

とを言うというのは、サービスを受身として捉える場合の権利なんですね。

そういうふうに感じました。 

 

今のご発言は、とても大事なことだという気がしました。やはり、義務と

かいうことを抜きにして、自発的に市政に関わっていくという姿勢を市民の

皆さんが持って、それを（市は）ちゃんと受け止めていただいて、良いもの

は伸ばしていっていただけるという仕組みができれば、先に対して希望が持

てるというか、明るい未来を作っていくことができるんだなという気持ちに
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なれますので、その辺りの仕組みとかルールというものが、この条例ででき

れば良いのではないかと思っています。今、非常にきれいな形で条例全体の

構成がまとまりつつあるのかなと思いますけど、それをもう少し具体化して

いって、例えば、市民と行政機関の間でどういうやり取りが可能なのかとか、

議会との間ではどうかとか、あるいは、市民同士のコミュニティの中ではど

うかとか、その辺りは、どういうふうに意見交換してやっていけるかという

ようなことを、ルールとして、この中に盛り込めれば良いのではないかなと

思っています。それが、これからの仕事になるのでしょうけど。難しいとは

思いますが。 

 

自治という言葉もそうだけれど、「条例」というと、何か拘束するものとい

うイメージがありますからね。 

 

そこのところは、一般市民を巻き込む工夫をしなければならないというこ

とは確認されましたけれど、そうした中で、ある程度まとまったものができ

たときに、この条例本来の目的が、市民の方に分かっていただけるかと思い

ます。 

 

何か、ニックネームを付けるのも良いかもしれませんね。和らげるために

は。 

 

先ほどの副部会長の意見をお聞きしていると、これは気の遠くなるような

作業になるなという感じは、持ったのですけどね。 

 

せっかくの良い理想を盛り込んだものですので、それが絵に描いた餅にな

らないようにしたいというのは、凄く思うんですよね。 

 

実現するのは、最終的には各論の部分ですからね。各論に活きない総論と

いうのは、絵に描いた餅になりますので、そこは、体裁の問題として、将来

構想として各論を更に詰めていくという、更に個別の条例を制定していく、

その大元になるのが、今回の条例だという考え方もありますし、そこのとこ

ろは、今後全体で議論すべきかなと思います。 

 

当然、既にあるものもあると思うんですよ。良いものは、そのまま残して

取り込んで、点検して足りないものがあれば、それを足していくというよう

な形で、理想に近づいていければと思うんです。 

 

既に事務局の方でも、市民の権利を保護する既存の条例の確認作業を行っ

ていますので、その中を精査していけば、足りないものがクローズアップさ

れてくるかなという気はしますけれどもね。ですから、全く白地からのスタ

ートではなくて、かなり下地ができているということですよね。 

 

今日の会議の目的として、執行機関と議会の関係というのが・・・。 
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先ほどの委員のご意見のように、「市民基本条例」というネーミングで行け

ば、議会の基本条例や執行機関の基本条例の上位の条例になるのではないか

と。ですから、例えばそういう方向になればですね、技術的なことになると、

議会基本条例が制定されていますね。そこの部分は、今度の市民基本条例の

部分では触れなくて良いのか。それとも、もう一度、重複することになって

でも触れるべきなのか。執行機関の部分もかなりありますので、そのバラン

スをどう取るかとかいうことも、技術的な問題としては出てくるかと思いま

す。捉え方として、最高法規性を謳うのであれば、やはり、議会と執行機関

というのは、対等に扱っていく必要があると、私個人は考えています。 

 

議会と行政が、スムーズな良い関係になってですね、市民自治がより効果

的になるために、市民基本条例の中に何か謳えるのかという発想がありまし

てね。 

 

その考量をいかに上手くいくかというのが、今までに無いですから、当然

必要になってくるかと思いますね。その辺のところは、今後の全体会議等の

調整の中で詰めるということでよろしいでしょうか。その中で、私としては、

題名を「市民基本条例」に変えてくれないかなと。そういうことでお墨付き

をいただいてやれば、我々としても話がし易くなるという感じがします。 

さて、特にこれ以外の議題がなければ、本日はここまでとさせていただい

てよろしいでしょうか。今後の日程につきましては、３月議会の終了後にな

ろうかと思いますが、全体会議の開催を含めまして、私の方で調整させてい

ただいてよろしいでしょうか。 

事務局の方で、何かありますか。 

 

私共の方とすればですね、他の全ての部会において、具体的な条文策定に

向けて、動いていただいております。もう中身に入って議論をしていただい

ております。ですから、ある程度歩調を合わせていただくために、できれば、

次の部会辺りからは、条文の中身の議論展開をお願いできないかなと。その

ためのご準備をお願いできればと思います。先日の全体会の席でもお願いし

ましたけれども、２２年度中の条例制定を目指すということになりますと、

６月議会の終了後には、市民意見交換会等を開催する必要があるかと思って

おります。もちろん、２２年度中というのは、一つのスケジュール案ではご

ざいますが。 

 

私個人としましては、これまでの本部会での議論を踏まえて、最も根幹的

な部分に関わる本条例の位置付けですね、最高法規性の位置付けをどこかで

オーソライズしていただかないと、具体的な作業を始められないのではない

かと思っています。まあ、おそらくオーソライズされることは、問題ないだ

ろうということで。そうすると本条例の中に議会基本条例はどういうふうに

扱っていくのかということが、具体的な問題になろうかと思います。そこの

ところを、あらかじめお考えになっておいていただくと、次回の議論へスム
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ーズに入っていけるかなという気がします。 

 

条例を作るときに、定義が曖昧なまま条例の文ができると、私たちも戸惑

うので、各部会で用語についての共通理解・定義を教えていただけると、混

乱が少ないと思います。 

 

現在、理念部会の方で、前文の外に定義についての議論をいただいており

ます。現段階でも、ある程度の定義の案は準備しておりますので、その途中

経過ということで、各部会へ報告させていただいた結果、更に議論展開をし

ていただければと思っております。前回の全体会では、まだ案が固まってい

ないということで、提示は控えさせていただきましたが、明日も次の理念部

会が開催されますので、その結果を受けて、皆さんにお知らせしたいと考え

ております。 

 

しつこいようですが、目的と定義は、共通で認識していないと、各部会間

で議論が噛み合わなくなると思います。 

 

目的については、かなり練り上がってきておりますけれど、定義について

は、条文作成上のテクニック的なものもございます。例えば、「市民」の定義

をどういう風にするのかとか、執行機関の範囲や市長等の範囲をどこまでに

するのかとか、あくまでも例えですが、「まちづくり」についての定義を置く

のかとか、あるいは、「自治」というのを前文にある程度具体的に謳い込むの

か、それとも定義の中で示すのかということもあります。ですから、全てそ

れが出揃ってからスタートということになりますと、時間的に難しくなって

きますので、平行して議論展開をお願いしたいと思っております。当然、途

中段階での状況というのは、皆さんに全てお示ししたいと思います。 

 

先日いただいた前文の案について、これを読んだときに、確かにコンパク

トにまとめられていて、大事なことも入っていると思います。これに対して

は、私も全体会のなかで意見を言わせていただきましたが、この前文という

のは、憲法などでも最も大事な部分ですし、この大分の自然とか歴史などを

入れるのも良いことだと思いますけれど、やはりこれまで市が守ってきた平

和とか、人権とか、子どもの問題とかいうことも、仮に大まかな表現になっ

たとしても、入れなければいけないのではないかと、前文の中に。例えば、

郷土の文化を守りながら、国際的な人材を育てていくとかですね。それと、

今回資料でいただいた県の議会基本条例の表現などを見て思うのですが、個

人的には、丁寧体よりも常体の文にした方が良いかと。今日は、その辺りの

話も、非常に大事な部分ですので、もしかしたら話題になるかも知れないと

思いまして、自分なりの案も考えては来ましたが。 

 

委員さんがお考えになった案につきましては、事務局を通じて、理念部会

の方にお渡しをして、議論の参考にしていただければと。今後は、部会の枠

を越えた意見交換をしなければならない時期が来ていると思うんです。その
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典型的な場面が全体会議で、そこで意見を出し合うことが最も効率が良いの

かも知れませんけど、そこではなかなか意見が出にくいという面もあるので、

こういう形で意見を伝え合うということも良いことではないかと思います。

それについて、もし何らかの返答があれば、状況に応じて、全体会議でご発

言いただくと良いのではないでしょうか。いずれにしましても、個人的には、

なるべく近いうちに全体会議をもう１回開いて、定義等の確認をするという

作業が必要ではないかと。即ち、頭がぶれますと全体がぶれますので、私た

ちもこれから具体的な作業に入って行くときに、せっかく皆さんから意見を

いただいた最高法規性の確認が崩れてしまったら、何のことか分かりません

ので、そういったところ、更には協働の概念、都市内分権等のいろいろなも

の。あるいは、権利や責務についての謳い込みといった共通的なものの確認

作業をとっていって、その上で事を進めて行けば、後戻りしなくて良いので

はないかと思っております。 

 

仮に、２２年度中に作り上げるというのであれば、委員会の回数も増やし

て、もっと集中的に議論をしていかないと、今ぐらいのペースでは厳しいの

ではないでしょうか。本当に議論を尽くして、市民が納得と言いますか、あ

る程度理解できるようなものを作ろうとすれば、そうしないと間に合わない

と思います。 

 

おっしゃるとおりだと思います。新年度になれば、スピードアップをして、

加速をつけなければと思っております。個人的には、今年度中に、頭になる

部分、骨格になる部分が共通認識で固まれば、具体的作業が進んでいくと思

いますので、できれば、月末にでも全体会議を行いたいところではあります

が、その辺は、事務局と打合せをさせていただきます。また、日程が定まり

次第、ご連絡を差し上げたいと思います。 

 

 

 

 


